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令和６年１０月３０日 

令和６年度 

「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」 

申請の手引き 年度またぎ事業 改訂対比表 

手引きの内容修正に伴い、下記該当箇所を改訂します。 

（下線部改訂箇所） 

ページ・ 

項目 
改 訂 前 改 訂 後 

１３ 

３－４ 

・普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタ

ンド 

充電設備の出力１ｋＷ（注９）に対する補助金申請額が少な

い順に選定する。 

選定 

優先順位(注７) 
設置場所区分 充電設備の出力区分 

１ 分譲、分譲＋賃貸 ― 

２ 賃貸 ― 
 

・普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタ

ンド 

充電設備の出力１ｋＷ（注９）に対する補助金申請額が少な

い順に選定する。 

選定 

優先順位(削除) 
設置場所区分 充電設備の出力区分 

１ 分譲、分譲＋賃貸 ― 

２ 賃貸 ― 
 

９２ 

１２－１ 

(１）交付申請時点でマンション等が着工前または工事中であり、

竣工日（追記）が令和７年度であるマンション等であるこ

と。ただし、工事完了年月日が令和６年度以前であり、工事

の遅延等により工事完了年月日が令和７年度となる場合も可

とする。 

(１）交付申請時点でマンション等が着工前または工事中であり、

竣工日（完了検査済証の発行日）が令和７年度であるマンシ

ョン等であること。ただし、工事完了年月日が令和６年度以

前であり、工事の遅延等により工事完了年月日が令和７年度

となる場合も可とする。 
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令和６年１０月３０日 

（参考） 

令和６年度 

「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」 

申請の手引き 年度またぎ事業において、業務実施細則を「第１期」および「第２期」より 

以下を改訂しておりますのでご確認ください。 

（下線部改訂箇所） 

ページ・ 

項目 
改 訂 前 改 訂 後 

１５９ （追記） 改定 令和６年１０月１０日 

１６０ （追記） 十四 「バリアフリー公募」とは、経済産業省及び国土交通省に

おいて策定された「電動車のための公共用充電施設におけるユ

ニバーサルデザイン・バリアフリー対応に関するガイドライ

ン」（以下「ガイドライン」という。）の中で設置が優先されて

いる不特定多数の者が利用する施設に設置された既設の急速の

公共用充電設備について、ユニバーサルデザイン・バリアフリ

ー要件を満たせる充電設備周辺の改修・撤去等工事にかかる費

用を補助する事業のことをいう。ただし、対象となる既設の急

速の公共用充電設備は、センターが執行した充電インフラに関

する補助金の交付を受けて「高速道路ＳＡ・ＰＡ」等及び「道

の駅」に設置されたものに限るものとする。 

なお、「バリアフリー公募」の補助金を交付する業務について

は、センターが別に定める。 
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ページ・ 

項目 
改 訂 前 改 訂 後 

１６０ （追記） 十五 「年度またぎ事業」とは、財政法第１５条に基づき、国会

の議決を経て、次年度以降（原則５年以内）にも効力が継続す

る債務を負担する行為である「国庫債務負担行為分」による、

充電設備設置の施工期間が長期となる令和６年度、令和７年度

の２か年にまたがる事業のことをいう。 

なお、「年度またぎ事業」の補助金を交付する業務については、

センターが別に定める。 

１６５ （追記） （附 則） 

１．この実施細則の制定は、第１４条の審査委員会の審議を経て

決定する。 

２．この実施細則は、令和６年１０月１０日から適用する。 

１７３ 

(別表３) 
選定区分 

充電設備 

の種類 

交付申請 

期間 

（注１） 

交付決定 

期間 

（注１） 

実績報告 

期限日 

令和6年 

第2期 

急速充電 

設備 

令和6年 

8月 

令和6年 

11月 

令和7年 

1月31日(金) 

普通充電 

設備 

令和6年 

8月 

～ 

9月中旬 

令和6年 

11月～ 

12月中旬 

選定区分 
充電設備 

の種類 

交付申請 

期間 

（注１） 

交付決定 

期間 

（注１） 

実績報告 

期限日 

令和6年 

第2期 

急速充電 

設備 

令和6年 

8月19日(月) 

～ 

9月2日(月) 

令和6年 

11月 

令和7年 

1月31日(金) 

普通充電 

設備 

令和6年 

8月19日(月) 

～ 

9月17日(火) 

令和6年 

11月～ 

12月中旬 
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ページ・ 

項目 
改 訂 前 改 訂 後 

（追記） 

（追記） （追記） （追記） （追記） （追記） 

（追記） 

（追記） 

（追記） （追記） （追記） 

（追記） 

注２．選定対象外とする。交付申請等については第２条第十四号に

基づきセンターが別に定める。 

注３．センターが執行した充電インフラに関する補助金の交付を受

けて「高速道路ＳＡ・ＰＡ」等及び「道の駅」に設置された

急速の公共用充電設備に限る。 

バリアフ

リー公募 

（注２） 

既設の急速

の 

公共用 

充電設備 

（注３） 

令和６年 

10月17日(木) 

～ 

11月11日(月) 

令和6年 

11月 

令和7年 

1月31日(金) 

年度 

またぎ 

事業 

急速充電 

設備 
令和６年 

10月17日(木) 

～ 

11月11日(月) 

令和6年 

12月 

～ 

令和7年 

1月 

令和8年 

1月16日(金) 

（注４） 普通充電 

設備 

１７４ （追記） 注４．ただし、国の会計年度をまたぐため令和７年４月１日

（火）から令和７年４月１０日（木）までのあいだに交付

規程第１２条第１項に規定する実績の報告に準じる報告を

同規程第１１条に規定する状況等報告書をもってセンター

にすること。 

１７５ 注２： 

注３： 

注４： 

注５： 

注６： 

注７： 
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ページ・ 

項目 
改 訂 前 改 訂 後 

１７７ 注５： 

注６： 

注８： 

注９： 

１７８ 注７： 注１０： 

 

 


